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．管理費滞納で悩んでいませんか

11月法務研修会の報告

「悩んでいませんJと答えられる理事長さん・役員の皆さんはうらやましい限りです。・多かれ少

なかれ管理費滞納問題噂、それぞれの管理親告の問題となっているのが常態です。

11月20畔開催された法務研修会では・管理費等の滞納間乳マンションの管理委託契約、

消防法の改正と課題、等の研修が行われ、その他に・囁犯モデルマション審査基準jr管理粗食

会計処理ムまた・支援センターからは「建物の改修工事のすすめjr設備管理と法定点検jの資料

が配布されました。

管理費等滞納問題では、室由・和根暗顧蘭弁護士から、判例解説を中心に法的線拠に触れな

がら・支払い義務者のこと、支払い琴求権申特乱等の説明があはした。これらにうい割勘

直接お話を開かなければなかなか理解1しにくい点阜あるので割愛して、滞納に対する予防捨憩と∴

滞納者に由する督促方法について、箇条専きで緒介してみます。

ロ　滞納に対する予防措置

1∴理事会レベルでできる簡単な方法

①広報の活用

－②運用基準を定め、それI‡畢？て敷く。

2．給金決議等を要する方法‘

①管理費等の支払い期日、支払い方法を明確に定める。

②遅延損寄金を請求するととができる旨の定めを置くこ

③鞋藻場使用契約を解除することができる旨め定め産直くく

④弁護士費用その他秦資金額を、逮約金として請求できる旨の定めを置く。

⑤理事会決議で法的手続きをとることができる旨の定めを置く。

□票讐慧空慧警警＿三址一也　　　　　　斡

①迅速な請求と根気強い説得

②内容証醜郵便廊達証明つき）

③‾支払督促、小額訴訟‾→強制執行

※管理費等滞納でお困りの理事長さん・先ず丁マンション管理相談」窓口にお越し下さい。

美原1丁目の亀田支所の2階です。毎軋月確の午後1時～5時の間、開いています。また、マ
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ン管ネットワークでは・無料法律相談も行っています。その他、マンション関係でお困りの問題があ

りましたら取りあえずお電話をお寄せ下さい。

（函館市住宅部市施設公社rマンション管理相談室J40－8607）

勉へのガ象励唱＿職
質密会畝虜読会好摩んっカl〝費夢んよタ′

一般的に分譲マンションでは、住民が購入して数か月後に・管理組合の設立総会が開かれるが、

すでに決まっている管理会社主導が殆どである。役員になった皆さんが、「マンショシの管理と

は何か？」という課題でしっかり勉強を始めると・必要以上の管理費を払わなくて済むのだが、

管理会社任せでずるずると年数がたつと大変である。

管理を見直す・管理会社を変更したい、となると様々な妨害が入ると言うことです。エレベー

トの保守会社についても変更はなかなか容易でないようです○公取委の調査では、管理会社を

変更したいと考えたマンションは50％あるが・変更したマンションは27％という数字が出てい

ます。　日・あなたのマンションは？

20㈹年に・管理葉音に課される・「マンション管理適正化法」が制定されました。管理委託契

約締結の際には、重要事項を事前に説明することなどの措置が講ぜられました。また、最近、公

正取引委員会がrマンションの管理億守をめぐる競争の実態に関する講萱」を発表し、これを

受け・管理費を見直そうと言う機運が高まってきていることは喜ばしい・ことです。
‘ぁなたのマンションは・管理会社へ全面委託ですか・部分委託ですか。あるいは自主管理をさ

れているのですか0管理組合の役員に対する信頼の度合いは如何ですか。

あなたは・管理組合の役員をやったことがおありですか、まだですか。貴方は、籠会に出席し

ていますか。居住して以来一度も総会に出たことはない、と言う方ですか。

あなたは、組合の決算巷、予算

春に目を通していますか。修繕穏

立金がいくら蓄えられているか、

知っていますか。

パソコンは20万円で買えます。

自動車は200万円です。マンショ

ンは2，000万円です。個人にとっ

ては最大の買い物です。その最大

の宝物の維持管理についてお互い

もっと目を向けましょう。管理費

の使い道をしっかり管理するため

の最大の敵は・居住者の無関心

であることを肝に銘じていただき

たいと患います。

けンデー毎日11・30寵事参照）

rマンション建稔の

媚軸紅事頬輔る職

ベルム事業協同覿合

■マンション支振センター会員（肝叫開脚）

・受任施工を約束・アフタ●－の受任・誠実な職人集団

一級建築士工事管理士薄施工技能士多数

理事良　能本勝彦嚇独酌
＜軌金員　9社＞

鈴木塗装三木村工桑イーシー工桑名美興賽

エヌボシ・ノムラエヒョウ建匠五十嵐工乗

雨龍凍輿・毒素塗装
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歳末を控え、防犯対策l享万全ですか？

歳末を控え、金融機関や大会社だけでなく、各家庭でも防犯意識を高めておきたいところです。

函館酉警察署生活安全課に簡単な防犯対策を聞きました。
一般市民が最も被害者になりやすい犯罪の一つに空き巣があります。首都圏では工具で鍵穴を

こじ開けるなどの「ピッキング」被害が多く発生していますが、このところ函館とその近郊でもピ

ッキング被害が発生しています。玄関の鍵を今一度点検して下さい。

空き巣の多くは、欝ガラスを割り、鍵を開けるという手口です。1階にお住まいの方、恵を割

って垂内に手を入れるのを防ぐグッズとしては、穴あけ防止のフイルムがあります。値段は様々

ですが、ある程度の厚みのある商品を選んでください。薄すぎると効果は半漉します。

窓が割られると大音響を発するアラームも効果的です。窓に張りつけて使います。窓の振動を

感知するタイプは1，000円前後と比較的安価で効果も大きいと言えます。恵の鍵を守るカバーな

ども売られていますので、是非備えて欲しいと患います。これだけのことで、年間、函館と近郊

で800件以上発生している侵入盗の多くが防げます。他人事と思わずにしっかりと対策を。

（11／25　函館新聞　の記事を参照）

リフォ �－ムでり‾プレツシ皐 �一専有部分の改藤一 

子どもの誕生や成長、独立などに合わせて、部屋のイメージや間取りを変えてみたくなります。

ご自宅のリフォームについての注意事項については、管理規約に工事範囲や届出、承認等の規定

がありますめでよく確認する必要があります。

◇リフォームできるのは専有部分だけ

給排水管、ガス管、電気などの幹線には手を加えられません。また、バルコニーをサンルーム

に改築することや、配線や配管などのためにコンクリートの壁・柱・梁に穴をあけることは出来ま

せん。また、サッシの変更や玄関ドアの外側の色を塗り替えるようなことも出来ません。

◇　電気やガスの容量も確かめて

リフォームにより電気やガスの容量を増やしたい場合もあると患いますが、マンションの電気

やガスの容量は建物全体の畳が決まっていますから1戸だけで大量に使うことは出来ません。各

住戸の容量をアップするためには、マンション全体で容量アップを．図らなければなりませんので

管理組合としての対応が必要です。

◇　工事はルールを守って

工事をする場合には、どうしても音が出ますし、エレベーターも

何度も利用したり、廊下に資材を患いたりします。このことを工事

葉音にもよく理解してもらうと共に、ご近所にも事前に挨藤をして

おきましょう。それ以前に管理組合に届出、もしく味承認が必要な

のはいうまでもありません。
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○工事の時はルールを守って

eリフォームできものは専有部分だけ



スラム化垂険寧チェックリスト

①　長期修繕計画の期間が20年以上ありますか。

②　外壁、－屋根防水、給水管、排水管の各項目毎に修繕予定時期、工事予定額が明記されてい
ますか。

③修繕積立金のi戸あたりの平均月額が・築5年未満で年千円、築5～10年で7手札集10
～17年で9千円、17年以上で1万円ありますか。

④　修縛韓立金呵滞納額は年間収入の．5％未満ですか。

⑥　管琴賢修繕積立金は理事長名義の預金口座に保管されていますか。

⑥　管頭費修繕碩立金を区分経理することが管理規約で定められていますか。

⑦　琴物の図面などがきちんと保管されていますか。

⑧　区分所有者名簿、居住者名簿は件成されていますか。

⑨　管理会社は管理葺務主任者を置きモ管理業の登録をしていますか。

⑩　管理委託契約の締結・更新時に重要事項の説明を受けましたか。
～（住宅金融公庫rマンション維持管謹基準」より）

慶でる参加できる伊参会戯評会のこ箋拷

12月マンシ畠ン法律相談

期　日　平成15年12月18日（木）　午後2時ヤ4線

会　場　（財）函館市住宅蔀市施設公社内「マンション管理相談室」

相　談　南開弁護士室田則之氏（室田法律事務所）

相談料　　無　　料

申込み．12月15月までに　電話で申し込んでください：
TEL40「3607　「マンション管理相談室」・

1月研修会・役員交流会

期　日　　平成16年1月14日（木）午後6時

会　場　　濃の川観尭ホテル

研修題　　区分所有法・委託契約の改正

会　費　　4，500円

申込み　後日、詳細な案内をいたします

編集後記

寒くなってきました。冬になるとマンション暮らしの快適さをしみじみ感じます。近年、高齢

者の都心回帰が多くなったという報道がありましたこ家族構成や年齢亡合わせて住み替えること

をもっと気重に考えてし．、く七とが合理的な生活の仕方でしょうかこ

発行人　理事長　石井　－（26－6569）　編集受任　山田富雄（4ト8051）
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